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令和３年８月 観音寺市教育委員会第 10回定例会会議録 

 

日 時 令和３年８月 27日（金） 

開会 14時 40分  

閉会 16時 05分 

場 所 観音寺市役所２階 203会議室 

出席者 教育長        三野 正 

教育委員       大久保 健二 

教育委員       渡邊 久仁子 

教育委員       秋山 晴雄 

教育委員       豊嶋 起公子 

 

説明のため出席した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

教育部長       合田 浩幸 

教育総務課長     中山 久城 

学校教育課長     茨木 孝治 

文化振興課長     高橋 真人   

市民スポーツ課    長谷川 毅 

学校給食課長     大西 真人 

少年育成センター所長 横山 謙治 

教育センター所長   宝田 恒治 

 

教育総務課長補佐   井上 淳 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名  

会議録署名委員に、渡邊委員と豊嶋委員を指名する。 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

７月定例会・８月臨時会の会議録を承認する。  

 

日程第３ 教育長報告 

・８月１日から８月27日までの参加行事について 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、８月は対策本部会議が６回開催され

ました。それに伴い中止の行事もたくさん出てきております。８月25日に2021年

度県内網の目行動が観音寺市でありました。人権同和教育の正しい理解について

は、一般市民のアンケートでは若い方の方が正しい理解が進んでいる結果が出て

います。これは、学校教育で人権同和教育が正しくなされるようになったからだ

と言われています。しかしながら、県が教職員に実施したアンケート調査では、

教員の場合は、若い先生方よりも経験年数を積んだ先生の方が、人権同和教育に
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教育部長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

教育長 

学校教育課長 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

教育長 

学校給食課長 

教育長 

ついて正しい理解をしている結果が出ています。若い世代の研修のあり方につい

て、考えていく必要があり、課題がみえました。 

 教育情報について、９月に予定されている要請学校訪問についてですが、新型

コロナウイルス感染対策から、西部教育事務所も廊下から授業を参観して教室の

中には入らないそうです。学校訪問については、極力少人数で行いますので、教

育委員のご参加については、見合わせていただけますようお願いいたします。 

 ９月１日からの新学期開始についてですが、夏休みの延長はせず、予定通り始

業式をして、授業をすることとしています。小・中学校の部活動及び特別クラブ

の活動については、８月27日から９月12日の期間、中止としています。市内での

感染状況をみると、一つはマスクを外した所での身体接触、そういった際に感染

が起きています。密接・密集の中での活動が感染を引き起こしている状況があり

ましたので、マスクを外した活動になる、中学校の部活動及び小学校の特別クラ

ブの活動については、原則中止としています。部活動を中止することによって学

校の滞在時間が短くなりますので、感染防止に繋がることと思っています。 

 

観音寺市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の経過報告 

 

日程第４ 議案第47号 観音寺市立学校条例の一部を改正する条例（案）につい

て、議案第49号 観音寺市立幼稚園規則の一部を改正する規則（案）について、

議案第50号 観音寺市立幼稚園預かり保育規程の一部を改正する規程（案）につ

いての３議案は、条例等の一部改正になりますが、提案理由が関連していますの

で、この３議案を続けて説明させていただきまして、一括で審議・承認していた

だこうと思いますがいかがでしょうか。 

異議なし。 

それでは、説明をお願いします。 

（資料により説明） 

意見はありませんか。 

異議なし。 

議案第47号・49号・50号の３議案について承認します。次に、議案第48号 観音

寺市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例（案）について、議案第51

号 観音寺市学校給食センター設置条例施行規則の一部を改正する規則（案）に

ついて、議案第52号 観音寺市立幼稚園給食費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱（案）についての３議案についても、条例等の一部改正になりますが、提案

理由が関連していますので、この３議案も続けて説明させていただきまして、一

括で審議・承認していただこうと思いますがいかがでしょうか。 

異議なし。 

それでは、説明をお願いします。 

（資料により説明） 

意見はありませんか。 
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委員 

教育長 

 

学校給食課長 

教育長 

委員 

教育長 

各課長 

学校給食課長 

教育長 

委員 

 

異議なし。 

議案第48号・51号・52号の３議案について承認します。次に、議案第53号 観音

寺市新学校給食センター整備基本計画（案）について説明をお願いします。 

（資料により説明） 

意見はありませんか。 

異議なし。 

議案第53号について承認します。次に、その他事項の説明をお願いします。 

（令和３年度９月補正の概要について説明） 

（観音寺市新学校給食センターＰＦＩ導入可能性調査業務報告について説明） 

次回会議は、令和３年９月28日（火）９時30分より行います。 

閉会あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


